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訪問診療等・オンライン診療等におけるオンライン資格確認（居宅同意取得型）

導入に関するリーフレットの送付について 

 

平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

オンライン資格確認につきまして、令和 6 年 4 月から、訪問診療等（訪問診療、歯科訪問診

療、訪問服薬指導（薬剤管理指導）、往診等）・オンライン診療等（オンライン診療、オンラ

イン服薬指導）におけるオンライン資格確認の運用が開始される予定となっております。 

その内容を周知するため、「訪問診療等・オンライン診療等を行っている医療機関」を対

象とした、オンライン資格確認（居宅同意取得型）導入に関するリーフレットを厚生労働省

が作成し、本年 11 月末に、社会保険診療報酬支払基金から医療機関宛てに郵送される旨、 

日本医師会を通じて周知依頼が参りました。 

令和４年 12 月 27 日付けでご連絡いたしました「オンライン資格確認の導入の原則義務付

けに係る経過措置について」(令和 4 年 12 月 23 日)にてお示しのとおり、訪問診療を実施す

る医療機関へのオンライン資格確認システムの導入は義務となっており、経過措置(3)「訪問

診療のみを提供する保険医療機関」の届出を行っている医療機関におきましても、訪問診療

のオン資（居宅同意取得型）の運用開始となる令和 6 年 4 月までが期限となっております。 

しかし、今般のリーフレットに記載しているモバイル端末やノートパソコンの導入までは

義務ではございませんので、リーフレットに示されている概要と活用のメリット、導入に対

する財政支援と費用負担を考慮いただいた上で導入をご検討いただければと思います。 

また、導入に対する財政支援につきまして、訪問診療等とオンライン診療等の両方を導入

した場合は合算した補助限度額ではなく、「訪問診療等におけるオンライン資格確認の導入

に対する財政支援」の補助限度額が上限となりますのでご注意ください。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、貴会会員へ

の周知方につき、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
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